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１１月定例教育委員会会議録 

公開案件  

開催日時 平成２８年１１月８日（火） 午前１０時から 

開催場所 奈良市役所 北棟６階 第２１会議室 

出 席 者 

委

員 

杉江委員長、金春委員、都築委員、畑中委員、中室教育長 

【計５人出席】 

事

務

局 

土田補佐、川上 

理

事

者 

【教育委員会】 

北谷教育総務部長、梅田学校教育部長、小橋教育総務部次長、高

塚教育政策課長、岡﨑教育総務課長、池本教職員課長、濱口生涯

学習課長、立石文化財課長、森下埋蔵文化財調査センター、中図

書館政策課長、中山一条高等学校事務長、東畑学校教育課長、坂

本いじめ防止生徒指導課長、矢野保健給食課長、鈴木地域教育課

長、廣岡教育支援課長、八木教育相談課長 

開催形態 公開（傍聴人 １人） 

議  題 

 

１ 教育長報告 

（１） 平成２８年度１２月補正予算要求について非公開  

（２） 平成２９年（２８年度）奈良市成人式について 

２ 議事 

議案第４９号 奈良市立中学校夜間学級設置要項及び募集要項に

ついて非公開  

議案第５０号 公の施設の指定管理者の候補者の選定について 

非公開  

議案第５１号 平成２８年度部活動外部顧問の委嘱について  

 

３その他 

（１） 奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業について 
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決定取り纏め事項 

１ 教育長報告 

（１） 平成２８年度１２月補正予算要求については了承した。 

                     非公開  

（２） 平成２９年（２８年度）奈良市成人式については了承した。 

２ 議事 

議案第４９号 奈良市立中学校夜間学級設置要項及び募集要項に

ついては可決した。非公開  

議案第５０号 公の施設の指定管理者の候補者の選定については

可決した。非公開  

議案第５１号 平成２８年度部活動外部顧問の委嘱については可

決した。  

 

３その他 

（１）奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業については了承

した。 

 

 

担 当 課 教育委員会 教育総務課 

議事の内容 

委 員 長 本日の委員会は全員が出席しておりますので、委員会は成立いたし

ます。ただいまから１１月定例教育委員会を開催いたします。本日

の会議録署名委員は中室委員、畑中委員お二人にお願いしたいと思

います。本日は傍聴人がいらっしゃいますので、案件に入ります前

に申しあげておきます。１名の方から申し出がありまして傍聴規則

第２条第３条規定に基づきまして傍聴券を同時に交付しましたの

でご報告いたします。それでは傍聴人の方を傍聴席にご案内お願い

いたします。 

 

委 員 長 それでは本日の案件に入ります。本日の案件は、教育長報告２件、

議事３件その他１件合計６件です。本日の案件のうち教育長報告１

及び議案第５０号は議会に附すべき案件、また議案第４９号は公表

前の情報に関する案件であるので、いずれも非公開として審議すべ

きと思いますが、いかがいたしましょうか。 

 

各 委 員 

 

 異議なし。 

  

委 員 長  異議なしと認めます。よって教育長報告１、議案第４９号、及び 

５０号は非公開とすることに決定いたしました。 

 それでは公開の案件から始めたいと思います。まず、教育長報告２ 
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 平成２９年（平成２８年度）奈良市成人式について生涯学習課長ご

説明お願いします。 

 

生 涯 学 習 課 長  平成２９年奈良市成人式については成人に達した方の新しい門出

を祝福し大人としての自立を促すメッセージを託すため奈良市と

奈良市教育委員会主催により実施致します。新成人の代表者等奈良

市成人式運営委員会の協力も得ている状況です。日時については平

成２９年１月９日(月)成人の日１１時祝典開始、開場は１０時半、

会場については前年度に引き続き、なら１００年会館で実施したい

と考えております。該当者については平成８年４月２日～平成９年

４月１日生まれの奈良市在住の方で、住民票を市外に移された方も

参加可能となっております。該当者の人数は平成２８年３月１日現

在ですが、男性１，８１６名女性１，６７１名合計３，４８７名で

す。前年度が３，４７５人ということで１２名増加となっておりま

す。今年度のテーマをグローカルな成長ということを定めまして、

世界規模で物事を考えながら地域で活躍する人材になってほしい

という願いを込めた成人式にしようと思っており、市外へ仕事学業

等で離れている方にもいずれ奈良に帰ってきたくなるような成人

式にしたいと考えております。現在、お祝いイベントの出演者等の

交渉にあたっており、まだ出演者も決まっておりません。成人式を

クオリティの高いものとし式典全体に一体感を持たせる、また祝福

するという気持ちをどのように表現するか検討し、思い出に残る成

人式にしたいと考えており、今までの式典の流れを一から見直すと

いうことで検討しているところでございます。前年度の参加者は

２，３５０人で、会場に入れない方もいたということで、今年度は

大ホールにパイプ椅子を１０６席設置し、小ホールも利用します。

また、２階エントランスに液晶テレビを設置し、パイプ椅子１００

席を置くことで総数３４６席確保できるということです。今まで誰

でも入場可能としていたのですが、今年度は新成人に限定したいと

考えておりますが、市外へ転出された方については入っていただく

と考えております。 

詳細については１２月の定例委員会で報告させていただきたいと

思います。当日については教育委員の皆様にもご臨席いただきます

ようお願い致します。 

 

委 員 長 

 

 現在のところ内容はまだ決まっていないということで、１２月の定

例教育委員会で報告していただけるそうですので、今日は、日時が

１月９日の１０時からということ、場所が「なら１００年会館」と

いうこと、テーマは「グローカルな成長」ということを今日はご報

告いただければと思います。参加者等の意見として初めてなら１０

０年会館で開催したことのご意見、運営全体に関して情報があれば
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ご報告お願いします。 

 

生 涯 学 習 課 長 

 

前年度の成人式では、新成人の代表者の方から友達に聞いていただ

いた内容によりますと、駅の近くになったので今までより交通の便

が良くなったアクセスが良くなったということを聞いております。

中央体育館については、改装はしたのですが、老朽化していて寒い

というイメージがあるということです。１００年会館であれば、き

れいで空調・音響設備も整っており、新成人にとって行ってみたく

なるような成人式になったと聞いております。従事者についても今

年の成人式では指導主事の先生方にも出ていただいたということ

で、新成人の方を中学生時代に教えていたということで対応もスム

ーズにできたと聞いております。今年度も指導主事の先生方にもご

協力いただきたいと考えております。 

 

委 員 長 

 

 課題等が残っていれば、今年度は解決していくということが必要で

すが、どうぞよろしくお願いします。ご意見ご質問等ございました

らお願いします。 

  

金 春 委 員 

 

 １００年会館の定員は何人なのですか。 

生 涯 学 習 課 長 

 

 大ホール１，４７６席、中ホール４３４席、小ホールは前年度は使

っておりませんが、映像を映すということで今年は利用しようと思

います。 

 

金 春 委 員 

 

 消防法は大丈夫なのですね。今聞いた限りでは昨年は２，３５０人

来ていて定員オーバーなのですが大丈夫なのですね。 

 

生 涯 学 習 課 長 

 

 １００年会館と打ち合わせしておりまして、パイプ椅子で対応しよ

うと思います。 

 

金 春 委 員 建物の定員は消防法で決められていますから。式典が途中で中止に

ならないよう建物の定員を把握して対策を取らないと問題になる

と思うのですが。 

 

生 涯 学 習 課 長 

 

１００年会館と十分打ち合わせをし、確認させて頂きます。 

 

金 春 委 員  座席数は関係ないですから。建物に対して定員が設定されているわ

けですから。 

 

生 涯 学 習 課 長 再度確認をさせて頂きます。 
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委 員 長  特にございませんか。ございませんようでしたら教育長報告２は了

承することに致します。続きまして公開の議案ですが議案第５１号 

平成２８年度部活動外部顧問の委嘱について学校教育課長ご説明

お願いします。 

 

学 校 教 育 課 長 １０月の定例委員会でも説明させていただきましたが、部活動外部

顧問派遣事業は部活動の充実活性化を図るとともに教員の負担軽

減を目的としています。外部指導者を派遣して部活動における専門

的な技術指導と教員の負担軽減を図ってまいりましたが、土日祝日

に単独で指導したり、練習試合や公式戦に単独で引率することはで

きませんでした。そこで、外部顧問を教育委員会が委嘱することで

非常勤特別職と位置づけ土日祝日の部活動を単独で指導引率を可

能とするものでございます。今回は５名を委嘱する予定です。 

任期は本日より平成２９年３月３１日まででございます。ご審議の

ほどお願い致します。 

 

委 員 長  先月には１０名の外部顧問を決定させていただき、その続きという

ことで、それぞれのお名前は２ページになります。特にこの中で付

け加えてお話いただくことはございませんか。 

 

委 員 長  この件につきましてもご意見ご質問を再度いただくことになると

思いますがお願いします。 

  

委 員 長  この間どういう件が出ていましたでしょうか。 

 

畑 中 委 員  今現在、外部指導者の方がたくさんいらっしゃるということで前回

１０名で今回５名ということですが、必要であれば早く委嘱をして

いくことが必要ですし、部活動自体をどう考えていくかということ

をあの後考えていたのですが、一番の目的である部活動の充実活性

化、教員の負担軽減を考えたら、外部顧問の方を委嘱していくこと

が業務軽減につながるとは思うのですが、どのくらいの効果がある

のかを考えた時、部活動の在り方自体を一緒に考えていく必要があ

るのかなと思います。それと地域にクラブチームがたくさん存在す

るようになりまして、例えば野球を例にとりますと、中学校の軟式

野球部の数は減ってきているけれど、硬式野球が増えてきていると

いうことを考えると中学校のクラブを軟式野球部だけを見て中学

生の放課後のスポーツ活動について考えると部活動に限って外部

顧問の方で指導していくことがいいのか。範囲が広くなりますが。

もうひとつ、中体連と奈良市体育協会は定期的に協議したり話し合

いがされているのでしょうか。 
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学 校 教 育 課 長  定期的にどの程度というのは把握できておりませんが、理事会があ

りますので指導主事も行きまして部活動の運営について一緒に考

えさせていただいている機会はあります。 

 

委 員 長  他にございませんか。この５人の方もこれまで指導者としてずっと

面倒みていただいていたということで改めて外部顧問にお願いす

るということです。畑中委員の話にもあったように目的のひとつが

教員の負担軽減ということでしょうが、外部顧問に一定の権限と責

任をもたせるとしても、すぐに負担軽減につながるかというと初め

ての事ですので様子をみていかないといけないと思います。部活動

の在り方全体を含めて検証していかないといけないと思います。 

  

教 育 長 先日、県教育委員会で県職員に関する検討会議がありまして主に県

の人事の話ですが、最後に部活動の教員負担軽減の話題があがりま

して、県の教育長がおっしゃった事は出来る施策として週１回は 

部活をしない日をつくるというような話をしておられたのですが、

奈良市は平成２６年１２月に奈良市全ての教員にアンケートをし

て、教員は部活動についてはやりがいはあるが時間的な負担が大き

いということがアンケートの結果から出ているので外部顧問とい

う制度を入れて教員の負担軽減をしようとしています。ただし、 

それが生きがいというか公務に影響するくらいの生きがいはだめ

ですが、教員のモチベーションになっているのであれば、無下に止

めよ減らせというだけの施策ではだめなのではないかと思います。

教員のやる気を削がないで負担軽減する方法を考えていかないと

いけないと思います。都市の教育委員会でも、部活動の外部顧問の

派遣ということまでどこも踏み込んでいないと思います。奈良市の

場合は課題は検討していかなければいけないですが、踏み込めてい

るのではないかと思います。外部顧問だけ派遣していたら部活動の

負担が軽減するというのは違うと思います。部活動の質もあります

ので検討しなければいけないと思いますが、制度は進めていただい

たらありがたいと思います。 

 

委 員 長  事故があったときに責任をどうするのかという具体的なことが出

てくると思いますが。私が聞いた話によると、部活動を熱心にされ

ていた方が転勤になったらだれか顧問をあてないといけないとい

うことで、新任の教員がさせられているということを聞いたことが

あるのですが。そういう人にとっては軽減ということはありがたい

と思いますが、モチベーションの高い先生にしたら変わらないとい

うことになると思います。外部顧問にお願いするとしても主体は自

分でやろうという方もいらっしゃると思います。一概に言えないと

思います。 
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都 築 委 員  要項の職務第３条、派遣される学校の校内及び奈良市内における 

単独での部活動の指導、奈良市中学校体育連盟及び奈良市体育協会

の大会並びに奈良市内における練習試合ということで、市外は外部

顧問の方は引率できないということですか。例えばテニスで明日香

の方へ行ったりする時に、外部顧問の方は引率できないのでしょう

か。 

 

学 校 教 育 課 長 この制度については全国の中学校体育連盟の全国大会の基準引率

の項目に則っています。それについては今、文部科学省と全国の 

中学校体育連盟と協議をしていると聞いております。日程の答えが

今年度中には何かしらの結論が出るであろうという見通しを聞い

ております。奈良市の場合は則っているということですが、事務局

と奈良市中体連と協議をして奈良市内については単独で外部顧問

が指導できるように調整しています。県内や県大会レベルの試合の

引率については調整が出来ていないということです。 

練習試合については単独で外部顧問が引率できるということです。 

 

都 築 委 員  練習試合であれば奈良市外でも外部顧問の引率が可能で県大会や

全国大会のレベルになると引率が無理なので従来通り教職員が 

引率するということですね。 

 

委 員 長 競技連盟によって正式の教員でないと引率してはいけないという

項目がありますから、県下でも引用できるかどうかです。全国大会 

レベルであれば教育委員会と協議連盟の調整をしていくべきだと

思いますが。それを待たずに外部顧問を入れてしまいましたから。 

それに抵触しない程度にというのが第３条の内容だと私は解釈し

ていますが。 

 

金 春 委 員  この２項ですか。 

 

学 校 教 育 部 長  奈良市外の練習試合は対象にならないと思います。 

 奈良市外の練習試合の単独引率はできないということです。 

訂正させていただきます。 

 

都 築 委 員  市外は教員が引率するということですね。 

 

委 員 長  方向性としては協議しながら、外部顧問でもいいというように全国

的にそうなっていくのでしょうけど。 

ご意見ないようですから議案第５１号平成２８年度部活動外部顧

問の委嘱について本案を原案通り可決することに関しましてご異
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議ございませんか。 

 

各 委 員  異議なし。 

 

委 員 長  よって議案第５１号は原案通り可決することに決定いたしました。 

 次にその他１を議論したいと思います。その他１奈良市教育委員会

の後援・共催に係る事業ついて教育総務課長お願いします。 

 

教 育 総 務 課 長  今回は、教育総務課が１件、生涯学習課が１０件、文化財課が１件、

図書館政策課が１件、学校教育課が４件、教育支援課が１件計１８

件でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

  

委 員 長 今回は審議が多いので、ご意見があれば頂戴したいと思います。 

 

金 春 委 員 教育総務課の奈良市中央武道場とか中央体育館の名前が変わった

のですか。ならでんとはどういう意味なのでしょうか 

 

教 育 総 務 課 長 鴻ノ池運動公園及び公園内の施設の愛称使用について、公募がされ

まして、ならでんが１０月から平成３３年３月３１日までの間、鴻

ノ池運動公園一体のネーミングライツのスポンサーになることが

決定いたしました。例えば鴻ノ池陸上競技場であれば、ならでんフ

ィールドというのが愛称でございまして使用する場合はならでん

フィールド（奈良市鴻ノ池陸上競技場）という形で表記していくと

いうことです。今回は来年の１月からになりますので、当然ネーミ

ングライツを使用するということで、こういう表現にさせていただ

きました。 

 

金 春 委 員 ならでんは、何の会社なのですか。 

 

畑 中 委 員 電力会社です。 

 

委 員 長 ひとつ質問ですが、生涯学習課の新規で継続ですが、事業の名称出

会いウィーク２０１７NPO ボランティアフェスタについて、これは

後援でやってきたのですが、他の後援依頼先に、共催奈良市とあり

ます。奈良市も共催しているのはあまり見た事がないのですが。そ

の経緯をお願いします。 

 

生 涯 学 習 課 長 この出会いウィーク２０１７NPO ボランティアフェスタですが奈良

市と出会いウィーク実行委員会と共催という形になっております。 

 

委 員 長  NPO 団体やボランティア団体等によるワークショップパフォーマン
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ス交流会等々ということで、奈良市にある色んな団体が集まってフ

ェスタをしようということで奈良市も共催したということですね。

共催ということは共同責任ですから、後援するだけということでは

ないので。奈良市が力を入れるだけの価値のあるものなのかと思い

まして。 

  

生 涯 学 習 課 長 協働推進課が担当していまして、奈良市としてはボランティア団体

の担当課でして奈良市として活動に協力しております。 

 

委 員 長 ひとつひとつの NPO 法人がするのではなく、奈良全体のという意味

なのですね。 

 

生 涯 学 習 課 長 ボランティア団体や一般の方も含めてフェスタをやり、その中で団

体の交流等もしていくということです。 

 

委 員 長 他にございませんか。それでは、その他１奈良市教育委員会の後援

共催にかかる事業については了承いたしました。 

 

 


